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遺産課税方式と遺産取得課税方式とその併用方式 
 

１．遺産課税方式 

          正味の課税相続財産 
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課税相続財産の総額に対して 

相続税を計算する方法 
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(国の取り分) 

   

 

 

 

 

 

 納税は実際に取得した財産の 

財産取得割合とは限らない 

 

 
 
 

２．遺産取得課税方式 

          正味の課税相続財産 
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各人が実際に取得した相続財産を 

他の相続人に関係なく各人毎に 

基礎控除等をし、 

相続税を計算する方法 

   納税は実際に財産を取得した者に 

 

 

 

 

相続税 ⇒ 

(国の取り分)    

 

対して 1人 1人計算した額になる 

 

 

 

 

３．併用方式（法定相続分課税方式） 

          正味の課税相続財産 
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相続税の総額を 

民法上の相続人が 

民法上の相続分で 

財産を取得したものとして 

計算する方法 

 

 

 

 

相続税 ⇒ 

(国の取り分) 

   

 

 

 

 

 

 納税は実際に取得した財産の 

財産取得割合となる 

 

 

納税義務者：遺言執行者又は 
遺産管理人 

納税義務者：相続人又は 
受遺者 

納税義務者：相続人又は 
      受遺者 

相続税の計算方法等 

相続税の計算方法等 

相続税の計算方法等 


